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新株引受権方式によるストックオプションの付与に関するお知らせの一部変更

（商法第２８０条の１９に規定する新株引受権の付与）

　付与対象者の退職に伴い、平成１２年５月９日にお知らせいたしました「新株引受権方式によるストックオ

プションの付与に関するお知らせ」に以下の変更がありますので、下記のとおり、お知らせいたします。

記

（変更前）

２．ストックオプション制度の概要

（１）新株引受権の付与対象者

　　　　本件新株引受権の付与の対象者は、平成１２年６月２７日開催予定の当社定時株主総会（以

下、「本株主総会」とする。）終結時に在任または在職する取締役および従業員１１８名である（以

下、これらをまとめて「対象者」とする。）。

（３）新株引受権の行使によって発行する株式の数

① １７３,５００株を総株数の上限とする。

ⅰ．取締役に対し合計４０,０００株を上限とする。

　　　　（各取締役へは５,０００株ずつ）

ⅱ．従業員に対し合計１３３,５００株を上限とする。

　　　　（各従業員へは１,０００株以上２,５００株以下）

（変更後）

２．ストックオプション制度の概要

（１）新株引受権の付与対象者

　　　　本件新株引受権の付与の対象者は、平成１２年６月２７日開催の当社定時株主総会（以下、「本



「本株主総会」とする。）終結時に在任または在職する取締役および従業員１１７名である（以下、

これらをまとめて「対象者」とする。）。

（３）新株引受権の行使によって発行する株式の数

①１７２,５００株を総株数の上限とする。

ⅰ．取締役に対し合計４０,０００株を上限とする。

　　　　（各取締役へは５,０００株ずつ）

ⅱ．従業員に対し合計１３２,５００株を上限とする。

　　　　　　　　　　　　（各従業員へは１,０００株以上２,５００株以下）

　変更を要する個所を下線で示しております。

以上


